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◇大和高田市福祉医療費資金貸付基金条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由  

福祉医療費資金の貸付けを受けることができる者（貸付対象者）について、規定の整備を行いま 

す。 

２ 改正の内容  

（１） 貸付対象者から除く者 

ア 対象者  

「大和高田市老人医療費助成条例（平成８年条例第３１号）の規定により医療費の受給資

格証の交付を受けた者」 

   イ 理 由  

老人医療費の一部負担金を支払うための資金に係る貸付について、今後、貸付対象者とな 

るものがいないため。 

  （２） 新たに貸付対象者とする者 

ア 対象者  

「大和高田市児童医療費助成条例（平成２４年条例第８号）の規定により医療費の助成を

受けることができる者 

   イ 理 由  

児童医療費の一部負担金を支払うための資金に係る貸付について、新たに貸付対象者に加 

え、その者の生活の安定と福祉の増進を図るため。 

３ 施行期日  

公布の日（平成２４年９月２０日） 

 

◇大和高田市保育所条例及び大和高田市立こども園条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由  

「土庫保育所」と「北保育所」を統合し、「土庫・北保育所」とするため所要の改正を行うもので

す。 

２ 改正の内容  

（１） 大和高田市保育所条例（平成１６年条例第２０号） 

ア 土庫保育所の名称変更 

「土庫保育所」→「土庫・北保育所」 

イ 北保育所を削る。 

  （２） 大和高田市立こども園条例（平成２１年条例第１８号） 

   ア 大和高田市立土庫こども園を構成する施設の変更 

         大和高田市立土庫幼稚園     大和高田市立土庫幼稚園 

         大和高田市立土庫保育所  →  大和高田市立土庫・北保育所 

         大和高田市立北保育所 

３ 施行期日  

平成２４年１０月１日 

 

◇大和高田市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に 

関する条例 

１ 改正の理由  

公布された条例のあらまし 
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「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法 

律」による「水道法」の一部改正に伴い、水道事業者が地方公共団体である場合は、水道事業に 

係る布設工事監督者の配置及び基準並びに水道技術管理者の資格基準を条例において定める必要 

があるため新たに制定するものです。 

２ 改正の内容  

（１） 布設工事監督者の配置基準を定めます。（第２条関係） 

 （２） 布設工事監督者が持つべき資格基準を定めます。（第３条関係） 

 （３） 水道技術管理者が持つべき資格基準を定めます。（第４条関係） 

３ 施行期日  

平成２５年４月１日 

 

◇大和高田市防災会議条例及び大和高田市災害対策本部条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由  

災害対策基本法の一部改正に伴い、関係する条例について所要の規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容  

（１） 大和高田市防災会議条例の一部改正 

   ア 防災会議の所掌事務に、「市長の諮問に応じて地域防災に関する重要事項を審議すること」 

と「その重要事項を審議すること」を追加し、災害対策の強化を図ります。 

   イ 部長級職員のほか、「医師、看護師等」の参画を想定して防災会議の構成者となる職員の幅 

を拡げ、多様な主体の意見が反映されるよう、「自主防災組織を構成する者又は学識経験のあ 

る者」を防災会議の委員として追加し、組織の充実を図ります。 

   ウ 防災会議に専門委員を置く場合の委員構成について、整備を行います。 

（２） 大和高田市災害対策本部条例の一部改正 

  ア 災害対策基本法の一部改正に伴う条項ずれの整備を行います。 

３ 施行期日  

 公布の日（平成２４年９月２０日） 
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条例第条例第条例第条例第１８１８１８１８号号号号    

 大和高田市福祉医療費資金貸付基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年９月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市福祉医療費資金貸付基金条例の一部を改正する条例 

 大和高田市福祉医療費資金貸付基金条例（平成２０年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中第３号を削り、第４号を第３号とし、同条に次の１号を加える。 

 （４） 大和高田市児童医療費助成条例（平成２４年条例第８号）の規定により医療費の助成を受

けることができる者 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第１９１９１９１９号号号号    

 大和高田市保育所条例及び大和高田市立こども園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年９月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市保育所条例及び大和高田市立こども園条例の一部を改正する条例 

 （大和高田市保育所条例の一部改正） 

第１条 大和高田市保育所条例（平成１６年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「土庫保育所」を「土庫・北保育所」に改め、北保育所の項を削る。 

 （大和高田市立こども園条例の一部改正） 

第２条 大和高田市立こども園条例（平成２１年条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

  第３条の表中 

 「 

大和高田市立土庫こども園 

大和高田市立土庫幼稚園 

大和高田市立土庫保育所 

大和高田市立北保育所 

                                     」を 

 「 

大和高田市立土庫こども園 

大和高田市立土庫幼稚園 

大和高田市立土庫・北保育所 

                                     」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２４年１０月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第２０２０２０２０号号号号    

 大和高田市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に

関する条例をここに公布する。 

  平成２４年９月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

条条条条    例例例例    
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準に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）第１２条及び第１９

条第３項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び

当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者（以下「布設工事監督者」という。）に必要な

資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めることを目的とする。 

（布設工事監督者を配置する工事） 

第２条 法第１２条第１項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第３条第８項に規定する水

道施設の新設又は次に掲げる工事とする。 

（１） １日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事 

（２） 沈でん池、濾
ろ

過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工

事 

（布設工事監督者の資格） 

第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。 

（１） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。以下同じ。）の土

木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修め

て卒業した後、又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）による大学において土木工学科若しく

はこれに相当する課程を修めて卒業した後、２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者 

（２） 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工

学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、３年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

（３） 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６

１号）による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、５年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（４） 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和１８年勅令第３

６号）による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、７年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（５） １０年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（６） 第１号又は第２号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において１年以上衛

生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しく

は水道工学に関する専攻を修了した後、第１号の卒業者にあっては１年以上、第２号の卒業者に

あっては２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（７） 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程及び学科目又は第３号若しく

は第４号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校におい

て修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（８） 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水

道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限

る。）であって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（水道技術管理者の資格） 

第４条 法第１９条第３項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。 

（１） 前条の規定により布設工事監督者の資格を有する者 

（２） 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において、土木工学以外の工学、理学、農
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学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同条第

１号に規定する学校を卒業した者については４年以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者

については６年以上、同条第４号に規定する学校を卒業した者については８年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者 

（３） １０年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（４） 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬

学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第１号

に規定する学校の卒業者については５年以上、同条第３号に規定する学校の卒業者については７

年以上、同条第４号に規定する学校の卒業者については９年以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者 

（５） 外国の学校において、第２号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科

目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞ

れ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者 

（６） 水道法施行規則（昭和３２年厚生省令第４５号）第１４条第３号の規定による厚生労働大

臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者 

   附 則 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

条例第条例第条例第条例第２１２１２１２１号号号号    

 大和高田市防災会議条例及び大和高田市災害対策本部条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２４年９月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市防災会議条例及び大和高田市災害対策本部条例の一部を改正する条例 

 （大和高田市防災会議条例の一部改正） 

第１条 大和高田市防災会議条例（昭和３８年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号を次のように改める。 

  （２） 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

  第２条第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同条第５号とし、同条第３号中「第３２

条」を「第３３条」に改め、同号を同条第４号とし、同条第２号の次に次の１号を加える。 

  （３） 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

  第３条第５項第９号を次のように改める。 

  （９） 市の職員（第４号及び第５号に掲げる者を除く。） 

  第３条第５項に次の２号を加える。 

  （１０） 自主防災組織を構成する者及び学識経験のある者 

  （１１） 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

  第３条第６項中「及び第８号」を「、第８号、第９号、第１０号及び第１１号」に、「及び１人」

を「、１人、１５人以内、２人以内及び５人以内」に改め、同条第７項中「第５項第７号」の次に

「、第１０号及び第１１号」を加える。 

  第４条第２項中「関係指定地方公共機関の職員」の次に「、中和広域消防組合の職員、自主防災

組織を構成する者」を加える。 

 （大和高田市災害対策本部条例の一部改正） 

第２条 大和高田市災害対策本部条例（昭和３８年条例第２４号）を次のように改める。 

  第１条中「第２３条第７項」を「第２３条の２第８項」に改める。 

   附 則 
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 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

訓令第訓令第訓令第訓令第１５１５１５１５号号号号    

 大和高田市公有財産有効活用検討委員会設置要綱の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  平成２４年９月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市公有財産有効活用検討委員会設置要綱の一部を改正する訓令 

 大和高田市公有財産有効活用検討委員会設置要綱（平成１９年訓令第２号）を次のように改正する。 

 第３条第４項中「環境建設部長」の次に「、環境建設部理事、上下水道部長、市立病院事務局長」

を加える。 

 第５条第３項中「保育課長」の次に「、土木管理課長、建築住宅課長、契約監理室課長」を加える。 

   附 則 

 この訓令は、告示の日から施行する。 

 

訓令第訓令第訓令第訓令第１６１６１６１６号号号号    

 大和高田市市税等コンビニエンスストア収納業務委託事業者選定委員会設置要綱を次のように定め 

る。 

  平成２４年９月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市市税等コンビニエンスストア収納業務委託事業者選定委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 市税（個人の市県民税（普通徴収分）、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税）、保育所保

育料、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、住宅使用料及びし尿処理手数料をコ

ンビニエンスストアで収納する業務を実施するに当たり、最適な委託事業者をプロポーザル方式に

より選定するため、大和高田市市税等コンビニエンスストア収納業務委託事業者選定委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。 

 （１） 選定要領及び仕様書の審議並びに策定に関する事項 

 （２） 提案書及びヒアリングの内容の審査並びに評価に関する事項 

 （３） 委託事業者の選定に関する事項 

 （４） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

 （１） 財務部長 

 （２） 会計管理者 

 （３） 広報情報課長 

 （４） 収納対策室課長 

 （５） 保育課長 

 （６） 介護保険課長 

 （７） 保険医療課長 

 （８） 建築住宅課長 

訓訓訓訓    令令令令    
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 （９） 環境衛生課長 

２ 前項の委員のほか、委員長が必要と認めるときは、同項各号に掲げる委員以外の者を委員とする

ことができる。 

３ 委員長は、財務部長をもって充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、任命の日から委託事業者の選定が終了した日までとする。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

４ 委員会は、会議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係人を出席させ、当該職員

等に対して意見を徴し、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

 （会議の非公開） 

第６条 委員会の会議は、非公開とする。 

 （中立の保持） 

第７条 委員は、プロポーザルに参加している特定の事業者に対し、利益又は不利益を与える行為を

してはならない。 

 （守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、財務部収納対策室において処理する。 

 （委任） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

   附 則 

 この訓令は、平成２４年１０月１日から施行する。 

 

 

 

告示第告示第告示第告示第８０８０８０８０号号号号    

  大和高田市外国人高齢者特別給付金支給要綱等の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２４年６月２１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市外国人高齢者特別給付金支給要綱等の一部を改正する告示 

 （大和高田市外国人高齢者特別給付金支給要綱の一部改正） 

第１条 大和高田市外国人高齢者特別給付金支給要綱（平成７年告示第５９号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１号中「外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）」を「出入国管理及び難民認定法及

び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を

改正する等の法律（平成２１年法律第７９号）第４条の規定による廃止前の外国人登録法（昭和２

７年法律第１２５号。以下「旧外国人登録法」という。）」に、「に外国人登録」を「に住民登録」

告告告告    示示示示    



平成２４年１０月１０日（水）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２８５号 

 10

に改め、同条第２号及び第３号中「以前から」の次に「旧外国人登録法の規定による」を加える。 

第４条第１項第１号中「外国人登録済証明書又は住民票」を「住民票」に改める。 

  様式第１号中「外国人登録済証明書」を「住民票の写し」に改める。 

 （大和高田市外国人重度障害者特別給付金支給要綱の一部改正） 

第２条 大和高田市外国人重度障害者特別給付金支給要綱（平成７年告示第６０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３条第１項中「外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）」を「住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号）」に、「外国人登録法」を「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基

づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成２１

年法律第７９号）第４条の規定による廃止前の外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）」に改

める。 

第５条第１項第２号中「外国人登録済証明書又は住民票」を「住民票」に改める。 

様式第１号中「（更新）申請します」を「申請（更新）します」に、「外国人登録済証明書又は外

国人登録証明書の写し」を「住民票の写し」に改める。 

 （大和高田市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払い実施要綱の一部改正） 

第３条 大和高田市介護保険住宅改修費の支給に係る受領委任払い実施要綱（平成２０年告示第７７

－２号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第１項第２号中「又は外国人登録」を削る。 

 （大和高田市新型インフルエンザ予防接種費用助成要綱の一部改正） 

第４条 大和高田市新型インフルエンザ予防接種費用助成要綱（平成２２年告示第８号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条中「又は外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）の規定により本市の外国人登録原票

に登録されている者」を削る。 

 （大和高田市子宮頸がん等予防ワクチン接種費用助成要綱の一部改正） 

第５条 大和高田市子宮頸がん等予防ワクチン接種費用助成要綱（平成２３年告示第６３号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条中「又は外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）の規定により本市の外国人登録原票

に登録されている者」を削る。 

   附 則 

 この告示は、平成２４年７月９日から施行する。 

 

告示第告示第告示第告示第１０１１０１１０１１０１号号号号    

 大和高田市災害時要援護者登録制度実施要綱を次のように定める。 

  平成２４年８月２４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市災害時要援護者登録制度実施要綱 

 （目的） 

第１条 この告示は、障害者、高齢者等が、災害時における支援を地域の中で受けることができる制

度（以下「災害時要援護者登録制度」という。）を整備することにより、災害に備えた地域の協力

体制を構築し、誰もが安全で安心して生活することができるまちづくりの推進を図ることを目的と

する。 

 （定義） 

第２条 この告示において「災害時要援護者」（以下「要援護者」という。）とは、次の各号のいずれ

かに該当する者（施設等に入所している者を除く。）のうち、自力又は家族等の支援のみでは災害

時に避難情報の入手、避難の判断又は避難行動等を行うことが困難で、地域からの支援（以下「支



平成２４年１０月１０日（水）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２８５号 

 11

援」という。）を希望し、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意したものであ

って、第３条第４項の大和高田市災害時要援護者登録台帳に登録されたものをいう。 

（１） ７０歳以上の高齢者のみの世帯に属する者 

（２） 介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による要介護認定又は要支援認定を受けて

いる者 

 （３） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項に規定する身体障害者手 

帳を有する者のうち、その障害の程度が１級、２級又は３級のもの 

 （４） 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号厚生事務次官通知）に規 

定する療育手帳を有する者 

 （５） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２項 

に規定する精神障害者保健福祉手帳を有する者 

 （６） 前各号に掲げる者のほか、市長が支援の必要があると認める者 

２ この告示において「地域支援者」とは、要援護者の近隣に居住する者のうち、要援護者を普段か

ら見守り、災害時において可能な範囲内で避難情報の伝達、避難誘導等の支援を行うことについて

同意したものをいう。 

３ この告示において「支援機関」とは、次に掲げるものをいう。 

（１） 中和広域消防組合高田消防署 

（２） 社会福祉法人大和高田市社会福祉協議会 

（３） 大和高田市民生委員及び児童委員 

（４） 自治会 

（５） 自主防災組織 

 （登録の手続） 

第３条 要援護者の登録を希望する者（以下「申請者」という。）は、災害時要援護者登録申請書兼同

意書（様式第１号。以下「同意書」という。）を市長に提出するものとする。この場合において、

申請者は、地域支援者の記載に当たっては、あらかじめその者の同意を得なければならない。 

２ 市長が特に必要があると認めるときは、親族等による代理申請を行うことができる。 

３ 市長は、提出された同意書を基に登録の可否を審査し、その旨を災害時要援護者登録（承認・却

下）決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。 

４ 前項の審査により登録を可とされた者の同意書は、これを大和高田市災害時要援護者登録台帳（以

下「登録台帳」という。）とする。 

 （登録台帳の保管及び提供） 

第４条 市長は、登録台帳を保管し、登録台帳に記載されている個人情報（以下「登録情報」という。）

について、支援機関に提供できるものとする。 

 （支援機関による支援） 

第５条 支援機関は、要援護者に対し、登録情報を活用して次に掲げる支援を行うものとする。 

（１） 災害時における安否確認、避難情報の提供、避難誘導、救出・救護活動等 

（２） 前号に規定する支援を容易にするために行う日常生活での声掛け等 

 （支援機関の義務） 

第６条 支援機関は、大和高田市個人情報保護条例（平成１３年条例第２７号）を遵守し、前条各号 

に掲げる支援以外の目的で登録台帳を使用してはならない。 

２ 支援機関は、要援護者の登録情報及び当該支援において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 

支援をする役割を退いた後も、同様とする。 

３ 支援機関は、要援護者の登録情報を当該支援に関係しない者に知られることのないよう適切に管 

理するとともに、紛失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。 

 （登録内容の変更及び取消し） 
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第７条 要援護者の登録内容を変更し、又は取消ししようとする者は、災害時要援護者登録台帳（内

容変更・取消し）届出書（様式第３号）により、速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたことを直接に又は前項の規定による報告によ

り知ったときは、登録台帳の原本にその旨を記載するとともに、要援護者及び支援機関に連絡しな

ければならない。 

 （制度の周知） 

第８条 市長は、広報誌等を通じて災害時要援護者登録制度の周知を図るものとする。 

２ 支援機関は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。 

（補則） 

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２４年９月１日から施行する。 
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（裏面） 

 

【避難支援プラン・個別計画】 

 
（避難誘導・安 
 否確認の流れ）                                  

 
（避難の方法）                                   

 
（避難時の留意事項）                                

 
（避難所）                 （避難地）               

 

※避難経路が確定している場合は、記入例を参考に経路図を記入してください。（原則は、最寄りの避難所） 
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様式第２号（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

            様 

大和高田市長        印   

                        災害時要援護者登録（承認・却下）決定通知書 

    年  月  日付けで申請のあった大和高田市災害時要援護者登録台帳への登録につい

て、大和高田市災害時要援護者登録制度実施要綱第３条第３項の規定により、下記のとおり通知しま

す。 

記 

登録の可否 

□ 承認する。 

□ 却下する。 

理由 

様式第３号（第７条関係） 

年  月  日 

大和高田市長 殿 

災害時要援護者登録台帳（内容変更・取消し）届出書 

私は、大和高田市災害時要援護者登録台帳に登録していますが、次のとおり（内容変更・取消し）

したいので届出ます。 

 

告示第告示第告示第告示第１０２１０２１０２１０２号号号号    

平成２４年９月１０日大和高田市議会定例会を本市議事堂に招集する。 

平成２４年９月３日 

 大和高田市長 吉 田 誠 克   

届出者    ﾌﾘｶﾞﾅ 

（要援護者）   氏名              自署又は印 （代筆の場合その氏名        ） 

 

代理届出者  住所                      電話番号：             

 ﾌﾘｶﾞﾅ 

 氏名             自署       届出者との関係：          

登
録
者
 

住 所 生年月日    年  月  日 

 
性 別 

ﾌﾘｶﾞﾅ 
氏 名              

電話番号 

内
容
変
更
・
取
消
し
 

□ 登録内容の変更（変更する内容を記載してください。） 

 

 

 

 

□ 登録の取消し 
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告示第告示第告示第告示第１０３１０３１０３１０３号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条の規定により自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第

１項の規定により告示します。 

  平成２４年９月３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内に放置されていたため。 

２．移動年月日 

平成２４年８月１日、同月７日、同月９日、同月２０日、同月２２日、同月２３日、同月２８日 

３．移動対象区域 

  近鉄松塚駅・近鉄築山駅・近鉄大和高田駅・近鉄高田市駅・ＪＲ高田駅・近鉄浮孔駅周辺自転車

等放置禁止区域 

４．保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

５．引取期間 

  移動日から６０日間。ただし、祝日は除く。 

６．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時 ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

７．引取りのための必要事項 

（１） 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証

等）をお持ちください。 

（２） 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

  ア．移動費 ２，０００円 

  イ．保管費 １，０００円（ただし、移動日から１４日以内は無料） 

８．連絡先 

  大和高田市役所 生活安全課  電話（０７４５）２２－１１０１（代表） 

 

告示第告示第告示第告示第１０４１０４１０４１０４号号号号    

 大和高田市総合計画後期基本計画意見交換会設置要綱を次のように定める。 

  平成２４年９月３日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市総合計画後期基本計画意見交換会設置要綱 

 （設置） 

第１条 第４次大和高田市総合計画後期基本計画（以下「後期基本計画」という。）の策定に向けて、

幅広い意見を求めるため、大和高田市総合計画後期基本計画意見交換会（以下「意見交換会」とい

う。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 意見交換会は、後期基本計画の策定に関して意見を述べるものとする。 

 （組織） 

第３条 意見交換会の委員は、１３人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 （１） 公募による市民代表者 

 （２） 学識経験を有する者 
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 （３） 市内で活動する各種団体の構成員 

 （４） その他市長が必要と認める者 

 （会長及び副会長） 

第４条 意見交換会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、意見交換会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 意見交換会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 意見交換会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、意見交換会に委員以外の者の出席を求め、意見を述べさせ、

又は説明を聴くことができる。 

 （庶務） 

第６条 意見交換会の庶務は、企画政策部企画法制課において処理する。 

 （委任） 

第７条 この告示に定めるもののほか、意見交換会の運営に関し必要な事項は、会長が意見交換会に

諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２４年９月３日から施行する。 

 （会議の招集の特例） 

２ この告示の施行後最初に行われる意見交換会の会議の招集は、第５条第 1項の規定にかかわらず、

市長が招集する。 

 （この告示の失効） 

３ この告示は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

告示第告示第告示第告示第１０５１０５１０５１０５号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２４年９月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため。 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  平成２４年９月３０日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２４年６月５日、同月７日、同月１２日、同月１３日、同月１８日、同月２１日、同月２８

日 

 

告示第告示第告示第告示第１０６１０６１０６１０６号号号号 

 平成２４年度市県民税第１期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の
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規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あれば交付します。 

平成２４年９月１８日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２４年７月２４日 

２ 送達を受けるべき者 

  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第告示第告示第告示第１０７１０７１０７１０７号号号号 

 平成２４年度固定資産税・都市計画税第２期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受

けるべき者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が

あれば交付します。 

平成２４年９月１８日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２４年８月３０日 

２ 送達を受けるべき者 

  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第告示第告示第告示第１０８１０８１０８１０８号号号号    

平成２４年９月議会に認定に付した平成２３年度決算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２３３条第６項の規定により公表します。 

  平成２４年９月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２３年度大和高田市一般会計決算 

２ 平成２３年度大和高田市国民健康保険事業特別会計決算 

３ 平成２３年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計決算 

４ 平成２３年度大和高田市住宅新築資金等貸付金特別会計決算 

５ 平成２３年度大和高田市下水道事業特別会計決算 

６ 平成２３年度大和高田市駐車場事業特別会計決算 

７ 平成２３年度大和高田市介護保険事業特別会計決算 

８ 平成２３年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計決算 

９ 平成２３年度大和高田市水道事業会計決算 

１０ 平成２３年度大和高田市立病院事業会計決算 
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    歳入歳出差引残額 

  翌年度へ繰り越すべき財源 
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平成２３年度大和高田市住宅新築資金等貸付金歳入歳出特別会計決算 

平成２３年度大和高田市下水道事業特別会計歳入歳出決算 
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平成２３年度大和高田市駐車場事業特別会計歳入歳出決算 

平成２３年度大和高田市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 
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平成２３年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計歳入歳出決算
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４.平成２３年度大和高田市水道事業剰余金処分計算書 
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    資本的収入及び支出 
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４.平成２３年度 大和高田市立病院事業欠損金処理計算書 

   （（ 

220,069,667 
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告示第告示第告示第告示第１０９１０９１０９１０９号号号号    

平成２４年９月議会において成立した次の予算の要領を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２１９条第２項の規定により公表します。 

  平成２４年９月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２４年度大和高田市一般会計補正予算（第３号） 

２ 平成２４年度大和高田市国民健康保健事業特別会計補正予算(第１号) 

３ 平成２４年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

４ 平成２４年度大和高田市後期高齢者医療保険事業特別会計補正予算（第１号） 

５ 平成２４年度大和高田市立病院事業会計補正予算(第 1号) 
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告示第告示第告示第告示第１１０１１０１１０１１０号号号号    

 平成２４年度市民税・県民税納税通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の

住所等が不明であるため送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部税務課市民税係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申

出があればいつでも交付します。 

  平成２４年９月２４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 １ 納税通知書の発送年月日 

    平成２４年６月１１日 

 ２ この公示送達により変更する納期限 

    変更前  平成２４年７月２日 

    変更後  平成２４年１０月１９日 

 ３ 送達を受けるべき者 

    市役所前の掲示場に掲示済み 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第告示第告示第告示第１１１１１１１１１１１１号号号号    

 平成２４年度軽自動車税納税通知書を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住所

等が不明であるため送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

第２０条の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は、財務部税務課市民税係で保管し、送達を受けるべき者から交付の申

出があればいつでも交付します。 
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  平成２４年９月２４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．納税通知書の発送年月日 

平成２４年５月２日 

２．この公示送達により変更する納期限 

   変更前 平成２４年５月３１日 

   変更後 平成２４年１０月１９日 

３．送達を受けるべき者 

   市役所前の掲示場に掲示済み 

（注） 地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過した

ときに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第告示第告示第告示第１１２１１２１１２１１２号号号号    

 屋外広告物法第８条の規定により、次のとおり違反広告物を保管しましたので告示します。 

平成２４年９月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

整理

番号 
名   称 種 類 数量 設置場所 除却日 保管開始日 保管場所 

１ 幸福実現党 はり札 １ 大字曽大根 ８／１７ ８／１７ 雲梯町資材置場 

２ 幸福実現党 はり札 １ 今里町 ８／２４ ８／２４ 雲梯町資材置場 

問い合わせ先  環境建設部 都市計画課   ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１  

 

告示第告示第告示第告示第１１３１１３１１３１１３号号号号    

 大和高田市青年就農給付金給付要綱を次のように定める。 

  平成２４年９月２５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市青年就農給付金給付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、大和高田市青年就農給付金（以下「給付金」という。）の給付について、大和高

田市補助金交付規則（平成１２年規則第５１号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

 （給付の対象等） 

第２条 給付金の名称 、給付金給付の目的 、給付金給付対象者の要件 、給付金の額 、給付金給付

期間及び終期は次の表のとおりとする。 

給付金の名称 大和高田市青年就農給付金 

給付金給付の 

目的 

 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して青年就農給付金を給付

することで、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の増

大を図る。 

給付金給付対象

者の要件 

（１） 独立・自営就農時の年齢が、原則４５歳未満であり、農業経営者と

なることについての強い意欲を有していること。 

（２） 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。 

   ア 農地の所有権又は利用権を給付金給付対象者が有しており、原則

として給付金給付対象者の所有と親族以外からの賃借が主であるこ

と。 
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イ 主要な農業機械・施設を給付金給付対象者が所有し、又は借りて

いること。 

ウ 生産物や生産資材等を給付金給付対象者の名義で出荷し、又は取

引すること。 

   エ 給付金給付対象者の生産物等の売上げや経費の支出などの経営収

支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。 

   オ 給付金給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。 

（３） 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事し

てから５年以内に継承して農業経営を開始すること。なお、１戸１法

人（原則として世帯員のみで構成される法人のことをいう。）以外の農

業法人を継承する場合は給付の対象外とする。給付金給付対象者が農

業経営を法人化している場合は、第２号のア及びイの「給付金給付対

象者」を「給付金給付対象者又は給付金給付対象者が経営する法人」

と、ウ及びエの「給付金給付対象者」を「給付金給付対象者が経営す

る法人」と読み替えるものとする。 

（４） 第３条の規定により提出された経営開始計画（新規就農総合支援事

業実施要綱（平成２４年４月６日付け２３経営第３５４３号農林水産

事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。）別記１別紙様式第２号）

が次に掲げる基準に適合していること。 

ア 農業経営を開始して５年後までに農業（農業生産のほか、農産物

加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。）

で生計が成り立つ計画であること。 

   イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。 

（５） 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている、又

は位置付けられることが確実と見込まれていること。 

（６） 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を

受けていないこと。 

（７） 平成２０年４月以降に農業経営を開始した者であること。 

給付金の額 給付金の額は、次に掲げる額を上限とし、予算の範囲内で給付する。 

（１） 個人の場合 1年につき１５０万円 

（２） 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合 夫婦合わせて１

年につき２２５万円 

ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規

定されていること。 

イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。 

ウ 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられ、

又は位置付けられることが確実と見込まれていること。 

（３） 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合 当該新

規就農者（当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに

中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確

実と見込まれている場合に限る。）にそれぞれ１年につき１５０万円。

ただし、経営開始後５年以上経過している就農者と法人を設立する場

合は、給付の対象外とする。 

給付金給付期間 最長５年間とする。ただし、平成２３年度以前に経営を開始した者にあっ

ては、経営開始後５年度目分までとする。 

終期 平成３３年３月３１日 

 （経営開始計画の承認申請） 

第３条 給付金の給付を受けようとする者は、経営開始計画を作成し、市長に申請しなければならな

い。 

２ 前項の規定による申請は、年度ごとに行わなければならない。 

３ 第１項の規定による申請は、規則第３条第１号の補助金交付申請書とみなす。 
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 （経営開始計画の承認） 

第４条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、経営開始計画の内容について審査し、

第２条の表に規定する要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要がある

と認めた場合は、予算の範囲内で経営開始計画を承認し、審査の結果を申請した者（以下「申請者」

という。）に通知する。 

２ 前項の審査に当たっては、必要に応じて申請者に面接等を行うものとする。 

３ 第１項に規定する審査結果の通知は、補助金交付決定通知書（規則様式第４号）により行うもの

とする。 

 （経営開始計画の変更申請） 

第５条 前条第１項の規定による承認を受けた者（以下「受給者」という。）は、経営開始計画を変更

しようとするときは、計画の変更を市長に申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要

しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでな

い。 

２ 前条第１項及び第２項の規定は、前項の規定による申請があった場合について準用する。 

 （就農報告等） 

第６条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後３年間、毎年７月末及び１月末までにその直前の

６月の就農状況報告書（実施要綱別記１別紙様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の就農状況報告書は、規則第１３条に規定する実績報告とみなす。 

３ 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後３年間に居住地を転居した場合は、転居後１月以内に

住所変更届（実施要綱別記１別紙様式第１２号）を市長に提出しなければならない。 

 （就農状況の確認） 

第７条 市長は、前条第１項の規定による就農状況報告書を受けたときは、奈良県中部農林振興事務

所等の関係機関と協力し、給付期間内及び給付期間終了後３年間において、経営開始計画に即して

計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を

行うものとする。 

２ 前項の規定による確認は、就農状況確認チェックリスト（実施要綱別記１別紙様式第１４号）に

より、次のとおり行うものとする。 

（１） 受給者への面談により、経営開始計画達成に向けた取組状況を確認する。 

（２） ほ場を確認し、次の事項について確認する。 

   ア 耕作すべき農地が遊休化されていないこと。 

   イ 農作物を適切に生産していること。 

（３） 次に掲げる書類を確認する。 

   ア 作業日誌 

   イ 帳簿 

 （給付金の請求） 

第８条 受給者は、青年就農給付金（経営開始型）給付申請書（実施要綱別記１別紙様式第１６号）

により、半年ごとに、市長に給付金の給付を申請しなければならない。 

２ 経営開始後１年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は、給付の対象としない。 

 （給付金の給付） 

第９条 市長は、前条第１項の規定による申請の内容が適当であると認めたときは給付金を給付する。 

 （給付の中止届） 

第１０条 受給者は、給付金の受給を中止する場合は、市長に中止届（実施要綱別記１別紙様式第６

号）を提出しなければならない。 

 （給付の中止） 

第１１条 市長は、受給者から前条の規定による中止届の提出があった場合又は受給者が次の各号の
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いずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止する。 

（１） 第２条の表給付金給付対象者の要件の項に規定する要件を満たさなくなった場合 

（２） 農業経営を中止した場合 

（３） 市長がやむを得ないと認められない理由で農業経営を休止した場合 

（４） 第６条第１項の規定による就農状況報告を行わなかった場合 

（５） 第７条の規定による就農状況の現地確認等により、次に掲げる場合 

   ア 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合 

   イ 耕作すべき農地を遊休化した場合 

   ウ 農作物を適切に生産していない場合 

   エ 農業従事日数が年間１５０日以下である場合 

   オ 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合 

   カ その他適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合 

（６） 給付金給付対象者の前年の総所得（農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く。）が２５０

万円以上であった場合（その後、２５０万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することがで

きる。） 

 （給付の休止届及び再開届） 

第１２条 受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届（実施要

綱別記１別紙様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の休止届を提出した受給者は、就農を再開する場合は、経営再開届（実施要綱別記１別紙様

式第１７号）を市長に提出しなければならない。 

 （給付の休止） 

第１３条 市長は、受給者から前条第１項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は

給付金の給付を休止し、やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。 

２ 市長は、受給者から前条第２項の経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができる

と認められる場合は、給付金の給付を再開する。 

 （給付金の返還） 

第１４条 受給者は、次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる給付金を返還しなければならな

い。ただし、第１号に該当する場合であって、次条の規定による申請により、病気、災害等のやむ

を得ない事情として市長が認めた場合は、この限りではない。 

（１） 第１１条第１号から第５号までに掲げる要件に該当した時点が既に給付した給付金の対象期

間中である場合 残りの対象期間の月数分（当該要件に該当した月を含む。）の給付金 

（２） 虚偽の申請等を行った場合 給付金の全額 

 （給付金の返還免除） 

第１５条 受給者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、給付金の

返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書（実施要綱別記１別紙様式第１５号）により

市長に申請しなければならない。 

 （補則） 

第１６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

この告示は、告示の日から施行し、平成２４年度分の予算に係る給付金の給付から適用する。 

 

 

 

公告第公告第公告第公告第８１８１８１８１号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

公公公公    告告告告    
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第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年９月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事及び消火栓新設工事（礒野第２工区） 

２ 工事場所 大和高田市礒野地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２４年１２月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（竣工検査を受けていない）でない者であること。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式につ

いては、大和高田市ホームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１０日（月）

まで。ただし、土曜日、及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年９月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送す

る。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１３日（木）
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まで。ただし、土曜日、及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１３日（木）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市上下水道部水道工務課工務係 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（４）回答期限   平成２４年９月１４日（金）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年９月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留  

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年９月２１日（金）午前９時００分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１０，９８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 
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（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

 

公告第公告第公告第公告第８２８２８２８２号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年９月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事及び消火栓新設工事（吉井第１工区） 

２ 工事場所 大和高田市吉井地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２４年１１月３０日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（竣工検査を受けていない）でない者であること。 

（９）同日開札する案件において落札者となっていない者であること。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式につ

いては、大和高田市ホームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１０日（月）

まで。ただし、土曜日、及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年９月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 
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（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送す

る。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１３日（木）

まで。ただし、土曜日、及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１３日（木）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市上下水道部水道工務課工務係 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（４）回答期限   平成２４年９月１４日（金）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年９月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留  

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年９月２１日（金）午前９時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

￥９，０４０，０００円（消費税等抜き） 
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較価格 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

 

公告第公告第公告第公告第８３８３８３８３号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年９月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 配水管布設替工事（吉井第２工区） 

２ 工事場所 大和高田市吉井地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２４年１２月２８日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の管工事（水道）に登録されている者で

あること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）耐震継手配管技能者を配置することができる者であること。 

（４）石綿作業主任者を配置することができる者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（竣工検査を受けていない）でない者であること。 

（９）同日開札する案件において落札者となっていない者であること。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式（管工事（水道）用）によるものとします。様式につ

いては、大和高田市ホームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１０日（月）

まで。ただし、土曜日、及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 
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７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年９月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送す

る。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１３日（木）

まで。ただし、土曜日、及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大東町５番２２号 

大和高田市水道事業庁舎 ３階会議室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１３日（木）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市上下水道部水道工務課工務係 

ＦＡＸ ０７４５－２３－３８５０ 

（４）回答期限   平成２４年９月１４日（金）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年９月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年９月２１日（金）午前９時２０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 
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１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥４，８５０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

 

公告第公告第公告第公告第８４８４８４８４号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年９月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 西三倉堂２丁目地内道路維持整備工事 

２ 工事場所 大和高田市西三倉堂２丁目地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２４年１０月３１日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）平成２４年度大和高田市格付け等級がＥであること。 

（４）経営事項審査（土木一式）を有効期限内に受けている者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（竣工検査を受けていない）でない者であること。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ

ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 
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（３）受付期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１０日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年９月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送す

る。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１３日（木）

まで。ただし、土曜日、及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１３日（木）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年９月１４日（金）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年９月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年９月２１日（金）午前１０時００分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の 無効の入札については、次のとおりとします。 
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無効 （１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格以上かつ予定価格以下の範囲において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥２，１７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

 

公告第公告第公告第公告第８５８５８５８５号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年９月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 奥田地内側溝維持工事 

２ 工事場所 大和高田市奥田地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２４年１０月３１日（水）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）平成２４年度大和高田市格付け等級がＥであること。 

（４）経営事項審査（土木一式）を有効期限内に受けている者であること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者で

ないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（竣工検査を受けていない）でない者であること。 

（９）同日開札する案件において落札者となっていない者であること。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格につい

ての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又

は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することができませ
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ん。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（３）受付期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１０日（月）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（４）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（５）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年９月１１日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送す

る。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１３日（木）

まで。ただし、土曜日、及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室（本庁舎南隣） 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年９月６日（木）から平成２４年９月１３日（木）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年９月１４日（金）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年９月２０日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してくださ

い。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の 入札書の開札は、次のとおり行います。 
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日時等 （１）日時   平成２４年９月２１日（金）午前１０時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格以上かつ予定価格以下の範囲において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥７５０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が３者に満たない場合は、開札を中止します。 

 

公告第公告第公告第公告第８６８６８６８６号号号号    

平成２４年度定期予防接種を下記のとおり行いますので、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１

９７号）第５条の規定により公告します。 

平成２４年９月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 予防接種の種類及び対象者並びに予防接種を行う期間、医師及び場所 

種 類 対 象 者 期 間 医師及び場所 

結核 

生後６月に至るまでの間にある者 

地理的条件、交通事情、災害の発生、

その他の特別な事情により、やむを得

ないと認められた場合には、１歳に至

るまでの間にある者 

平成２４年４月１日か

ら平成２５年３月３１

日まで 

市内委託医療機

関 

急性灰白髄

炎 

（ポリオ） 

初回接種：生後３月から９０月に至る

までの間にある者 

追加接種：生後３月から９０月に至る

までの間にある者（１期初回終了後、

６月以上の間隔をおく） 

平成２４年９月１日か

ら平成２５年３月３１

日まで 

（注）追加接種については、有効性、安全性が確認され、添付文書が改定されれば、定期の予防接種

として実施予定。 

種 類 対 象 者 期 間 医師及び場所 

ジフテリア 

百日せき 

 

破傷風 

１期初回：生後３月から９０月に至る

までの間にある者 

１期追加：生後３月から９０月に至る

までの間にある者（１期初回終了後、

平成２４年４月１日か

ら平成２５年３月３１

日まで 

市内委託医療機

関 
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６月以上の間隔をおく） 

２期：１１歳以上１３歳未満の者 

麻しん 

風しん 

１期:生後１２月から生後２４月に至

るまでの間にある者 

２期：５歳以上７歳未満の者であって、

小学校就学の始期に達する日の１年前

の日から当該始期に達する日の前日ま

での間にある者 

３期：１３歳となる日の属する年度の

初日から当該年度の末日までの間にあ

る者 

４期：１８歳となる日の属する年度の

初日から当該年度の末日までの間にあ

る者 

日本脳炎 

１期初回：生後６月から９０月に至る

までの間にある者 

１期追加：生後６月から９０月に至る

までの間にある者（１期初回終了後、

おおむね１年おく） 

２期：９歳以上１３歳未満の者 

（注）平成１７年度から平成２１年度にかけての接種の積極的勧奨の差し控えにより、日本脳炎の予

防接種を受ける機会を逸した者（平成７年６月１日生まれから平成１９年４月１日までの間に生

まれた者）に対する日本脳炎の定期の予防接種の対象者は「４歳以上２０歳未満の者」とする。 

２ 予防接種を受けることが適当でない者 

（１） 明らかな発熱を呈している者 

（２） 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

（３） 接種液の成分によりアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 

（４） その他予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

（５） 妊娠していることが明らかな者 

３ 予防接種を行うに際して注意を要する者 

（１） 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有する者 

（２） 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状 

を呈したことがある者 

（３） 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者 

（４） 過去にけいれんの既往がある者 

（５） 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 

４ 他の予防接種との間隔 

他の生ワクチン（麻しん、風しん、ＢＣＧ等）の接種を受けた後２７日以上経過していない者又

は不活性ワクチン（ＤＰＴ、ＤＴ、日本脳炎、急性灰白髄炎等）の接種を受けた後６日以上経過

していない者 

５ 注意事項 

（１） 大和高田市に住民登録していない人は、受けられません。 

（２） 当日接種会場で検温、医師による診察及び予診票の記入確認、保護者の方の承諾をしてい 

ただきますのでご了承ください。 

６ その他 

（１） 本市における百日せきの予防接種は、百日せき、ジフテリア及び破傷風の三種混合ワクチ 

ンを使用する。 
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（２） 本市におけるジフテリア及び破傷風の予防接種は、百日せき、ジフテリア及び破傷風の三 

種混合ワクチン又はジフテリア及び破傷風の二種混合ワクチンを使用する。 

（３） 本市における麻しん及び風しんの予防接種は、麻しん・風しん混合ワクチン、麻しんワク 

チン又は風しんワクチンのいずれかを使用する。 

 

公告第公告第公告第公告第８７８７８７８７号号号号    

 平成２４年度高齢者インフルエンザ予防接種を下記のとおり行いますので、予防接種法施行令（昭

和２３年政令第１９７号）第５条の規定により公告します。 

  平成２４年９月１０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１．予防接種の種類     高齢者インフルエンザ予防接種 

２．予防接種対象者の範囲  大和高田市に住民登録している            

①６５歳以上の者 

②６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、じん臓又は呼吸器の機能 

に自己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する者及 

びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可

能な程度の障害を有する者（身体障害者手帳 1級保持者） 

３．実 施 場 所     市内インフルエンザ予防接種指定実施医療機関 

             （別紙のとおり） 

４．実 施 時 期     平成２４年１０月１日～平成２５年１月３１日 

５．接 種 費 用     １，０００円 

６．接 種 回 数     １ 回 

７．予防接種を受けることが適当でない者（接種不適当者） 

  １ 明らかな発熱を呈している者 

   ※ 接種場所で測定した体温が３７．５度を超えた者 

  ２ 重篤な急性疾患にかかっている者 

  ３ 予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーショックを呈したことが明らかな者 

  ４ インフルエンザの予防接種で、接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレ 

ルギーを疑う病状を呈したことがある者 

５ その他予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

 （予防接種法施行規則（昭和２３年８月１０日厚生省令第３６号）から一部引用） 

８．予防接種を受けるに際し注意を要する者 （接種要注意者） 

  １ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身近の日常生活が極度に制限される程度の障害を有 

する者 

  ２ 過去にけいれん既往のある者 

  ３ ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する 

   者 

９．その他 

  １ 接種を行うに際し、対象者の接種を受ける希望の有無を確認します。対象者の意思確認が困 

難な場合は、家族又はかかりつけ医師等の協力により対象者本人の意思確認をすることとし、 

接種希望であることが確認できた場合に接種を行います。最終的に対象者の意思を確認ができ 

ない場合は接種できません。 

  ２ 意思確認を含む予診の結果、接種を行わないこととした者に対しては、接種を受けなかった 

ことによりインフルエンザに罹患あるいは罹患したことによる重症化、死亡が発生した場合は 
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大和高田市（大和高田市から委託を受けている医師）には、その責任はありません。 

 

公告第公告第公告第公告第８８８８８８８８号号号号    

 大和高田市自動車臨時運行許可に関する取扱規則（昭和５７年規則第２１号）の規定により、次の

自動車臨時運行許可番号標を無効としたので公告します。 

  平成２４年９月１４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

○ 臨時運行許可番号標番号 

３３－０８ 

 

公告第公告第公告第公告第８９８９８９８９号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年９月１９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 市庁舎危険物地下貯蔵タンクＦＲＰ内面ライニング工事 

２ 工事場所 大和高田市大中地内（大和高田市役所敷地内） 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年１月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）平成１９年４月１日以降で、元請けにより官公庁における地下貯蔵タンクＦ

ＲＰ内面ライニングの工事の施工実績を有する者であること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（３）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（４）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（５）上記（１）から（４）のほか、仕様書に定める条件に適合する者 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）上記５の（１）の要件を満たすことを証するため、工事名、契約相手方名、

契約金額、履行期間及び工事概要を明記した実績書並びに当該契約書の写しを同

時に提出してください。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間  平成２４年９月１９日（水）から平成２４年９月２８日（金）

まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所  大和高田市大中１００番地１ 
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大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１０月１日（月） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 現場事前

調査 

希望者には現場の状況を把握していただくため、現場を見学することができます。

詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年９月１９日（水）から平成２４年１０月４日（木）

まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年１０月５日（金）午後５時まで 

回答は、質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限    平成２４年１０月１１日（木）。入札執行日の前日であるため、

この日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先   〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法  不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵

便によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１０月１２日（金）午前１０時００分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者

とします。 

入札は、１回とします。開札の結果、各参加者の入札の全てが予定価格の制限の

範囲内での価格での入札とならなかったときは、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定に基づき、随意契約に移行します。

この場合の見積書の徴取は、２回までとし、入札時に最低の価格を入札した業者と
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次順位の業者の２者のみで行い、予定価格の範囲内で最低の見積価格を提示した業

者を契約申込者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥１，５７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第９０９０９０９０号号号号    

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定により、農用地利用集

積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。 

 なお、その関係書類を本市市民部産業振興課に備え置いて縦覧に供します。 

  平成２４年９月１９日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

公告第公告第公告第公告第９１９１９１９１号号号号    
     

公 売 公 告 兼 見 積 価 額 公 告 

  
      平成２４年９月２５日 

  
     

大和高田市長 吉 田 誠 克 

 国税徴収法第９５条の規定により差押財産を公売することを公告する。  

 国税徴収法第９９条の規定により見積価額を公告する。 
  

1 公売財産の内容 別紙付表のとおり 

2 公売の方法 入   札 

3 

公売日時 平成２４年１１月５日午前１０時から 

 
 

入札 平成２４年１１月５日午前１０時４０分から午前１１時まで 

開札 平成２４年１１月５日午前１１時 

4 公売場所 
大和高田市大中９８－４ 

 奈良県高田総合庁舎 ３階 大会議室 

5 
公売保証金及び見

積価額 
別紙付表のとおり 

6 
公売保証金納付期

限 
平成２４年１１月５日午前１０時から午前１０時３０分まで 

7 売却決定 日時 
平成２４年１１月１２日午前

１０時 
場所 大和高田市 収納対策室 
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8 買受代金納付期限 日時 
平成２４年１１月１２日午前

１1 時３０分 
場所 大和高田市 収納対策室 

9 
買受人についての

資格その他の要件 
別紙「公売における注意事項」のとおり 

10 

そ
の
他
 

１．午前１０時３０分までに公売会場に入場し、担当職員の説明を聞いてから入札してく

ださい。 

２．公売に参加するためには、上記公売保証金納付期限までに、公売財産の売却区分ごと

に公売保証金を納付いただく必要があります。 

３．次順位買受制度の適用があります。 

４．公売による権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税等）は買受人の負担となりま

す。 

５．大和高田市は瑕疵担保責任を負いません。 

６．その他については別紙「公売における注意事項」をご覧ください。 

７．公売物件の地図・写真等については大和高田市 収納対策室で閲覧いただけます。 

もしくは、大和高田市ホームページ（http://www.city.yamatotakada.nara.jp/）でご覧い

ただけます。 

配当を受ける者の権利の申出について 

 公売財産上に質権、抵当権、先取特権、留置権その他この財産の売却代金から配当を受けることが

できる権利を有する者は、売却決定をする日の前日までに、債権現在額申立書によりその内容を申し

出て下さい。 

 なお、債権現在額申立書の用紙は下記担当部署に用意しています。 

      ※この公告事項の詳細についてお聞きになりたい方は、下記担当部署までお問い合わせ

ください。 

大和高田市 収納対策室  ＴＥＬ０７４５－２２－１１０１（内線２３８） 

公売公告付表 
   

 

  
 

売却区分 

番   号 
大和高田市 24-1 

見積価額  3,500,000  円 

公売保証金  350,000  円 

課税区分 非課税財産 

公売財産の表示 

（土地）１ 

所在 奈良県大和高田市春日町一丁目 

地番 ４１３番９ 

地目 宅地 

地積 １５２.００㎡ 

（土地）２ 

所在 奈良県大和高田市春日町一丁目 

地番 ４１３番１１ 

地目 宅地 

地積 １４５.５２㎡ 

以上登記簿による表示 

公売財産の概要 

・公売財産は、近鉄南大阪線「高田市駅」から西南方約９００ｍ（道路距離） 

・画地条件 間口約２９．２ｍ、奥行約１１．５ｍ、地積２９７．５２㎡（登記簿）

 の袋地 

・環境条件 地勢 概ね平坦 地盤 普通 

・供給処理施設：上下水道 引込可、 都市ガス供給エリア内 

・公売財産の画地内には、瓦礫、花壇、庭木の他多数の動産類が存在しま 

  す。 
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利用状況・ 

法的規制等 

・周辺利用 北：住宅 南：住宅 東：住宅 西：私道 

・都市計画区域 市街化区域 第１種住居地域 

・建ぺい率 ６０％ 容積率 ２００％ 

・高度地区 １５ｍ 

その他 

公売条件等 

・公売に参加される方は、事前に公売財産の現況、関係公簿等をご確認くだ 

 さい。 

・大和高田市は、公売財産の引渡し義務を負いません。物件内の動産類の 

 撤去等は、すべて買受人自身で行ってください。 

・隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者の間で行ってください 

 

公告第公告第公告第公告第９２９２９２９２号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成２４年９月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高５枝曽大根１丁目地内管渠工事（４）・給配水管移設工事（Ｇ０４） 

２ 工事場所 大和高田市東中１丁目・曽大根１丁目地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４年度大和高田市格付け等級がＢであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）施工期間中は、土木工事に関する主任技術者又は監理技術者を専任で配置で

きること。（専任技術者は３ヶ月以上の雇用関係にある者とします。） 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（竣工検査を受けていない）でない者であること。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び暴力団排除に関する誓約書（本

市指定様式）を提出し、競争入札参加資格についての確認を受けなければなりませ

ん。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争入札参加資格がないと認め

られた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）暴力団排除に関する誓約書は、上記（１）の申請書と同時に提出してくださ

い。様式については、（１）と同じ。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月２日（火）
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まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１０月３日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月５日

（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契

約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月５日（金）

まで  

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで（ただし、最終日は正午ま

で） 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年１０月５日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年１０月１１日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１０月１２日（金）午前９時００分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 
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１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札候

補者の決

定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において入札を行った者とし、

低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審 

査  

落札候補者を優先順位により５の（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時   契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所     大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

１７ 落札者

の決定 

事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保

証金 

大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１９ 最低制

限基準比

較価格 

￥３３，０３０，０００円（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第９３９３９３９３号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成２４年９月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高６枝蔵之宮町地内管渠工事（３）・配水管布設替工事（蔵之宮町）・蔵之宮町地内

側溝維持工事 

２ 工事場所 大和高田市蔵之宮町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４年度大和高田市格付け等級がＢであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）施工期間中は、土木工事に関する主任技術者又は監理技術者を専任で配置で

きること。（専任技術者は３ヶ月以上の雇用関係にある者とします。） 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく
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は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（竣工検査を受けていない）でない者であること。 

（９）同日開札する案件において落札者となっていない者であること。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び暴力団排除に関する誓約書（本

市指定様式）を提出し、競争入札参加資格についての確認を受けなければなりませ

ん。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争入札参加資格がないと認め

られた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）暴力団排除に関する誓約書は、上記（１）の申請書と同時に提出してくださ

い。様式については、（１）と同じ。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月２日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１０月３日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月５日

（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契

約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月５日（金）

まで  

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで（ただし、最終日は正午ま

で） 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年１０月５日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年１０月１１日（木）。入札執行日の前日であるため、こ
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法 の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１０月１２日（金）午前９時１０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札候

補者の決

定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において入札を行った者とし、

低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審  

査   

落札候補者を優先順位により５の（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時   契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所     大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

１７ 落札者

の決定 

事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保

証金 

大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１９ 最低制

限基準比

較価格 

￥２４，５００，０００円（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第９４９４９４９４号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成２４年９月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   



平成２４年１０月１０日（水）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２８５号 

 71

１ 工事名 
土枝日之出東本町地内管渠工事（５５）・給配水管移設工事（Ｇ５５）・配水管布設

替工事（日之出東本町） 

２ 工事場所 大和高田市日之出東本町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年３月２９日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４年度大和高田市格付け等級がＢであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）施工期間中は、土木工事に関する主任技術者又は監理技術者を専任で配置で

きること。（専任技術者は３ヶ月以上の雇用関係にある者とします。） 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（竣工検査を受けていない）でない者であること。 

（９）同日開札する案件において落札者となっていない者であること。 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び暴力団排除に関する誓約書（本

市指定様式）を提出し、競争入札参加資格についての確認を受けなければなりませ

ん。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争入札参加資格がないと認め

られた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）暴力団排除に関する誓約書は、上記（１）の申請書と同時に提出してくださ

い。様式については、（１）と同じ。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月２日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１０月３日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 
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の閲覧等 （１）閲覧等の期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月５日

（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）閲覧等の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）閲覧等の場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契

約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月５日（金）

まで  

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで（ただし、最終日は正午ま

で） 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年１０月５日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年１０月１１日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１０月１２日（金）午前９時２０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定前

に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札候

補者の決

定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において入札を行った者とし、

低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審 

査  

落札候補者を優先順位により５の（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時   契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所     大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

１７ 落札者

の決定 

事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保

証金 

大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 
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１９ 最低制

限基準比

較価格 

￥２３，８３０，０００円（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第９５９５９５９５号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年９月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高５枝春日町２丁目地内管渠工事（７５）・給配水管移設工事（Ｇ７５） 

２ 工事場所 大和高田市春日町２丁目地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年１月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＤであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（竣工検査を受けていない）でない者であること。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び暴力団排除に関する誓約書（本

市指定様式）を提出し、競争入札参加資格についての確認を受けなければなりませ

ん。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争入札参加資格がないと認め

られた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）暴力団排除に関する誓約書は、上記（１）の申請書と同時に提出してくださ

い。様式については、（１）と同じ。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月２日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 
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（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１０月３日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月５日

（金）まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間    午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所    大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契

約監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月５日（金）

まで  

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで（ただし、最終日は正午ま

で） 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年１０月５日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年１０月１１日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１０月１２日（金）午前９時３０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の 無効の入札については、次のとおりとします。 
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無効 （１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥４，７１０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第９６９６９６９６号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年９月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 高４枝礒野北町地内管渠工事（７４）・給配水管移設工事（Ｇ７４） 

２ 工事場所 大和高田市礒野北町地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年１月３１日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の土木工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＤであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく

は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

（７）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履行

中（竣工検査を受けていない）でない者であること。 

（８）同日開札する案件において落札者となっていない者であること。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び暴力団排除に関する誓約書（本

市指定様式）を提出し、競争入札参加資格についての確認を受けなければなりませ

ん。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争入札参加資格がないと認め
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られた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）暴力団排除に関する誓約書は、上記（１）の申請書と同時に提出してくださ

い。様式については、（１）と同じ。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月２日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１０月３日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の閲覧等 

入札説明書（仕様書）の閲覧は、次のとおり行います。また、希望者には入札説

明書（仕様書）を貸し出します。 

（１）閲覧等の期間  平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月５日（金）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約

監理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月５日（金）

まで   

（２）受付時間   午前８時３０分から午後５時まで（ただし、最終日は正午ま

で） 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限   平成２４年１０月５日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年１０月１１日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便

によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保 免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平
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証金 成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１０月１２日（金）午前９時４０分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥４，０３０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第９７９７９７９７号号号号    

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２４年９月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工事名 磐園保育所耐震改修工事 

２ 工事場所 大和高田市有井地内 

３ 工事期間 契約締結の日から平成２５年２月２８日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加

資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たしてい

るものとします。 

（１）大和高田市競争入札参加資格者名簿の建築工事に登録されている者であるこ

と。 

（２）平成２４・２５年度大和高田市格付け等級がＡであること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）大和高田市暴力団排除条例（平成２３年条例第２２号）第２条第１号若しく
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は第２号に該当する者又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者でな

いこと。 

６ 競争入札

参加資格確

認の申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び暴力団排除に関する誓約書（本

市指定様式）を提出し、競争入札参加資格についての確認を受けなければなりませ

ん。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争入札参加資格がないと認め

られた者は、競争入札に参加することができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するとともに、契約監

理室にも備え付けています。 

（２）暴力団排除に関する誓約書は、上記（１）の申請書と同時に提出してくださ

い。様式については、（１）と同じ。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け付

けません。 

（４）受付期間   平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月２日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２４年１０月３日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送しま

す。 

８ 入札説明

書（仕様書）

の配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間  平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月２日（火）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所  大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監

理室 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡ

Ｘで、次のとおり行います。 

（１）受付期間  平成２４年９月２８日（金）から平成２４年１０月５日（金）

まで 

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時まで（ただし、最終日は正午まで） 

（３）送信先   大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期限  平成２４年１０月５日（金）午後５時まで 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書

の提出方

法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限   平成２４年１０月１１日（木）。入札執行日の前日であるため、こ

の日の翌日以降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先  〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６郵便事業株式会社大和高田支店留 

大和高田市役所 環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便
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によるものとし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書

への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保

証金 

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則（平

成１１年規則第９号）第９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の

規定に基づく入札参加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の

日時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２４年１０月１２日（金）午前１１時００分 

（２）場所   大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の

無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者

の決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札を

行った者とします。 

１６ 契約保

証金 

免除します。 

１７ 最低制

限基準比

較価格 

￥２５，７２０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第公告第公告第公告第９８９８９８９８号号号号    

 大和高田市職員採用規程（平成２１年訓令第６号）第６条の規定に基づき、平成２４年度

大和高田市職員採用試験追加募集（行政職及び医療職）の実施を次のとおり公告する。 

  平成２４年１０月１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克 

１． 職種及び採用予定人員、受験資格など 
 

職  種 
採用予
定人員 

受   験   資   格 

（医療）社会福祉士※１ １名 
昭和４８年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士資格を有する

人。    

薬  剤  師 ※２ １名 
昭和４５年４月２日以降に生まれた人で、薬剤師免許を有し、平成

２４年１０月１日現在薬剤師としての職務経験が２年以上ある人 

※１ (医療)社会福祉士は、採用後、大和高田市立病院に配属します。 
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※２ 薬剤師は、採用後、大和高田市国民健康保険天満診療所に配属します。 

 ◎薬剤師の職務経験の取り扱いについて  

  （１） 雇用形態は問いませんが、１つの職場（事業所）において、１週間あたり３０時間以上

の勤務をしている場合のみ職務経験とみなします。 

  （２） 職務経験が複数ある場合は、１年以上継続して勤務していた職務経験に限り職務期間を

通算できます。 

  （３） 育児休業、休職等で休んでいた期間は通算できません。 

◎いずれの職種において国籍は問いませんが、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

（１）成年被後見人または被保佐人 

（２）禁錮
こ 

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることが

なくなるまでの者 

（３）大和高田市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 

（４）日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

（５）日本国籍を有しない人で、在留資格において就職等が制限されている者 

２．  試験の日時･場所・試験の種類及び合格発表  

区 分 第 １ 次 試 験 
第 ２ 次 試 験 

（(医療)社会福祉士のみ） 

日 時 

平成２４年１０月２８日（日） 

（（医療）社会福祉士）午前９時 

（薬剤師）      午後１時 

平成２４年１１月中旬予定 

場 所 大和高田市役所 第１次試験合格者に通知 

    

試験の 

種 類 

・(医療)社会福祉士 

一般教養 
社会、人文及び自然に関する一般知

識並びに文章理解、判断推理、数的推

理及び資料解釈に関する一般知能につ

いての試験 

・薬剤師 
個別面接、小論文 

個別面接 

 
小 論 文  

課題に対する自己の意見及

び文章の表現能力等を判定す

る筆記試験 
 
 

 

合格発表 

（（医療）社会福祉士）平成２４年１１月初
旬 

（薬剤師）      平成２４年１１月末
頃 

平成２４年１１月末頃予定 
（合否にかかわらず 

本人に通知します。） 

３．受験手続 

  １ 申込書の交付 

    職員採用試験申込書は、大和高田市役所人事課（市役所３階）で交付します。（大

和高田市役所のホームページからダウンロードしていただいても結構です。） 

  ２ 受付期間及び受付場所 

    受付期間：平成２４年１０月４日（木）から平成２４年１０月１７日（水）まで 

           （土曜日及び日曜日は除く。） 

         午前９時 ～ 午後５時  
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     受付場所：大和高田市役所人事課（市役所３階） 

   ※ 郵送での受付はいたしません。必ず持参してください。（代理可） 

４．提出書類 

① 職員採用試験申込書 

② 写真２枚（３カ月以内に撮影した上半身の写真（縦４㎝ 横３㎝）で、１枚は

申込書に貼付し、もう１枚は受験票用に持参のこと。） 

③ 返信用封筒（長形３号：23.5ｃｍ×12.0ｃｍ）に８０円切手を貼付し、住所宛

名を記入のこと。 

④ 資格証明書または免許証の写し 

⑤ 職務経験証明書（様式は問いませんが、事業主等の証明が必要です。） 

 薬剤師を受験する方は必要です。 

５．給与について 

・  平成２４年４月１日現在の初任給月額は、薬剤師は大卒（４年制）１９０,９００円、大卒

（６年生）２０４,０００円、(医療)社会福祉士は大卒１７２,２００円で、他に扶養手当、

地域手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの条件に応じて支給されます。 

・  ただし、現在、市の財政健全化に資することを目的に、給料及び手当については一部減額措

置を講じています。 

・  なお、初任給は、採用前の経歴などに応じて加算されることがあります。 

・  (医療)社会福祉士の給料は、行政職給料表を適用します。 

６．その他 

・ この試験に関する提出書類は、一切お返しいたしません。なお、提出書類等により

取得した個人情報については今回の職員採用試験の実施のためのみに用い、それ以外

の目的には使用しません。また、大和高田市個人情報保護条例に基づき、適正に管理

します。 

試験についての問い合わせ先 

〒６３５－８５１１  大和高田市大中１００番地の１ 

                 大和高田市役所 企画政策部人事課内   

「大和高田市職員採用試験委員会」  

  ＴＥＬ０７４５－２２－１１０１  内線２１２・２１３ 

インターネットホームページでも採用情報を掲載しています。 

http://www.city.yamatotakada.nara.jp 

 

 

 

教育委員会規則第教育委員会規則第教育委員会規則第教育委員会規則第５５５５号号号号    

 大和高田市立幼稚園規則の一部を改正する規則を別紙のように定める。 

  平成２４年９月５日 

大和高田市教育委員会 

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    
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委員長 村 井 善 治   

   大和高田市立幼稚園規則の一部を改正する規則 

 大和高田市立幼稚園規則（昭和４３年規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条ただし書中「及び土庫幼稚園」を「、土庫幼稚園及び浮孔西幼稚園」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２５年４月 1日から施行する。 

 

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会告示第告示第告示第告示第２０２０２０２０号号号号    

 大和高田市教育委員会９月臨時委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２４年９月１０日 

大和高田市教育委員会 

  委員長 村 井 善 治   

 日 時  平成２４年９月１２日（水）午後３時００分 

 場 所  大和高田市役所 ４階 委員会室 

 議 案  第１号 学校教育に関する意識調査について 

      第２号 その他 

 

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会告示第告示第告示第告示第２１２１２１２１号号号号    

 大和高田市教育委員会９月臨時委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２４年９月２６日 

大和高田市教育委員会 

  委員長 村 井 善 治   

 日 時  平成２４年９月２８日（金）午前８時３０分 

 場 所  大和高田市役所 別棟２階 教育長室 

 議 案  第１号 委員長及び委員長職務代理者の選出について 

      第２号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第１８１８１８１８号号号号    

 平成２４年９月２日現在の大和高田市の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の３分の１、

６分の１及び５０分の１の数は、次のとおりである。 

  平成２４年９月２日 

大和高田市選挙管理委員会 

委員長 西 川 勝 彦   

          ３分の 1の数 １９，１４６人 

          ６分の１の数  ９，５７３人 

         ５０分の１の数  １，１４９人 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第１９１９１９１９号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２４年９月７日 

                             大和高田市選挙管理委員会 

                                委員長 西 川 勝 彦   

１ 日 時  平成２４年９月１３日（木）午前９時００分 

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    
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２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ３階 東会議室 

３ 議 案  第１号 裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者について 

       第２号 その他 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第２０２０２０２０号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２４年１０月１日 

                             大和高田市選挙管理委員会 

                                委員長 西 川 勝 彦   

１ 日 時  平成２４年１０月１２日（金）午前９時００分 

２ 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ３階 東会議室 

３ 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 その他 

 

 

 

監査委員告示第監査委員告示第監査委員告示第監査委員告示第２２２２号号号号    

 地方自治法第１９９条第７項の規定により、平成２３年度出資団体の監査を実施したので、その結

果を同条第９項の規定により公表します。 

  平成２４年９月２１日 

大和高田市監査委員 吉 井 保 次   

同     西 川 繁 和   

○平成２３年度大和高田市土地開発公社監査結果 

第１．監査の概要 

１．監査の対象   大和高田市土地開発公社 

平成２３年度出納その他の事務 

２．監査の期間   平成２４年７月１日～平成２４年７月３１日 

３．監査の結果   今回の監査は、平成２３年度の決算状況及び財務諸表等の資料、書類につい

て照合、点検及び事情聴取等により実施した。その概要と結果については、次

のとおりである。 

 （注） 文中に用いる金額及び各表中に表示する数値の単位は、原則として小数点以下第２位を四

捨五入とした。 

第２．事業の概要 

１．事業の目的 

大和高田市土地開発公社（以下「公社」という。）は、公共用地等の取得に対処し、「公有地の

拡大の推進に関する法律」を根拠として、大和高田市における公共用地の先行取得、管理、処分

等をおこなうことにより、効果的かつ計画的な土地利用を推進し、地域の秩序ある都市整備と住

民福祉の増進に寄与することを目的として設立されたものである。 

なお、公共用地の先行取得として買収した近鉄高田駅北側公共用地の適正な維持管理をおこな

うため、営業外事業として臨時有料駐車場を開設しているが、日之出西本町用地等の売却により

一時預については、平成２３年９月に閉鎖した。 

２．設立と沿革 

   前述の事業を目的として、昭和４８年１月３１日に奈良県知事の許可を受け、財団法人大和高

監査委員監査委員監査委員監査委員    



平成２４年１０月１０日（水）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２８５号 

 84

田市開発公社を組織変更して、特別法人大和高田市土地開発公社を設立したものである。 

なお、基本財産５００万円は全額大和高田市よりの出資金であり、その事務所は大和高田市役

所内に設置されている。 

３．組織 

   公社の管理組織は、下記のとおり理事会の下に事務局を置き、公社職員数は平成２４年３月３

１日現在、大和高田市からの派遣職員５名（５名兼務）及び公社職員１名（再雇用職員）をもっ

て構成されている。 

（管理組織図） 

理 事 長   １ 名   

副 理 事 長   １ 名   

理 事 会            常 務 理 事   １ 名   

理 事   ７ 名   

監 事   ２ 名   

  理事長  副理事長  常務理事  事務局長   事務局長補佐   庶務係 

 

 

（事業所）  再雇用職員 

４．事業実施状況 

平成２３年度の事業実施状況は次のとおりである。 

（１） 取 得 

 平成２３年度の大和高田市からの先行取得依頼はなかった。 

（２）売 却 

事    業    名 面 積（㎡） 売却価格（円） 備 考 

日之出西本町用地 2,513.30 802,000,000  

本郷・大中線街路事業用地（南本町） 71.00 14,890,617  

本郷・大中線街路事業用地（南本町） 91.00 9,571,337  

本郷・大中線街路事業用地（南本町） 補償費 53,946,086 
 

本郷・大中線街路事業用地（南本町） 補償費 19,782,197 
 

合       計 2,675.30 900,190,237  

第３．計数及び預金等の確認 

  本年度の財務諸表の計数、総勘定元帳、補助簿及び証ひょう書類と照合し、預金については在高

証明書により確認したところ、計数は正確であることが認められた。 

第４．財務に関する事務について 

財務に関する事務については、適正に処理されていた。 

第５．むすび 

  平成２０年度に策定された「土地開発公社経営健全化に関する計画」に沿って、事業用資産の売

却が進み資産残高、借入金残高が減少傾向である。平成２４年度がこの計画の最終年度であり、積

極的に経営の健全化に努められたい。 

  資金調達にあたっては、今後とも金融機関等と十分な協議をおこない、低利な資金への借換等更

なる調達コストの低減を図られたい。 
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農業委員会告示第農業委員会告示第農業委員会告示第農業委員会告示第１０１０１０１０号号号号    

 大和高田市農業委員会１０月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２４年９月２６日 

                              大和高田市農業委員会 

会長 髙 井 信 安   

日 時  平成２４年１０月１０日（水）午後３時 

場 所  大和高田市役所 ３階 東会議室 

議 案  第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

     第２号 農地法第１８条第１項による通知の件 

     第３号 その他 

 

農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    


